
岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表 

 
 

改正前 改正後 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１ 地域の創意工夫による取組を総合的かつ機動的に支援し、農山漁村

の活性化を図るため、農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）

実施要領（平成 30 年３月 28 日付け 29 農振第 2311 号農林水産省農村振

興局長通知）第３、農地耕作条件改善事業実施要綱（平成 27 年４月９日

付け 26 農振第 2069 号農林水産事務次官依命通知）第４、農業競争力強

化農地整備事業実施要領（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2605 号農

林水産省農村振興局長通知、29 生畜第 1500 号農林水産省生産局長通知）

別紙５第３、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要綱（平成 30年 3

月 30 日付け 29農振第 2711 号農林水産事務次官依命通知）第４並びに中

山間地域所得向上支援対策実施要領（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 生産

第 1140 号農林水産省生産局長通知、28農振第 1336 号農村振興局長通知）

別紙１第２、別紙２第２、別紙３－１第３、別紙３－２第２及び別紙３

－３第２に規定する事業実施主体（以下「事業実施主体」という。）が、

農山漁村振興交付金実施要綱（平成 28 年４月１日付け 27農振第 2325 号

農林水産事務次官依命通知）、農地耕作条件改善事業実施要綱、農業競争

力強化農地整備事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2604

号農林水産事務次官依命通知）、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施

要綱及び中山間地域所得向上支援対策実施要綱（平成 28年 10 月 11 日付

け 28 農振第 1336 号農林水産事務次官依命通知）（以下「国の実施要綱」

と総称する。）に基づいて事業を行う場合に要する経費及び事業実施主体

が当該事業を行う場合に要する経費に対して市町村が補助する場合に要

する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則（昭和 32 年岩

手県規則第 71 号。以下「規則」という。）及びこの要綱により補助金を

交付する。 

 

 

岩手県農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１ 地域の創意工夫による取組を総合的かつ機動的に支援し、農山漁村

の活性化を図るため、事業実施主体が、岩手県農業基盤整備促進事業（以

下「補助事業」という。）を行う場合に要する経費及び事業実施主体が補

助事業を行う場合に要する経費に対して市町村が補助する場合に要する

経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県

規則第 71 号。以下「規則」という。）及びこの要綱により補助金を交付

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

 （補助金の交付の対象及び補助額） 

第２ 第１に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第１のとおり

とする。 

 

（補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第４ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に

掲げる変更以外の変更とする。 

 (１)・(２) ［略］ 

(３) 前２号に掲げる変更以外の変更で、農山漁村振興交付金交付要綱

（平成28年４月１日付け27農振第2327号農林水産事務次官依命通知）

別表、農地耕作条件改善事業交付金交付要綱（平成 28 年４月１日付け

27 農振第 2324 号農林水産事務次官依命通知）第 11、農業水路等長寿命

化・防災減災事業交付金交付要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第

2713 号農林水産事務次官依命通知）第９及び中山間地域所得向上支援

事業交付金交付要綱（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 農振第 1355 号農林

水産事務次官依命通知）別表に掲げる軽微な変更以外の変更並びに土地

改良事業関係補助金交付要綱（昭和 31年８月 13日付け 31農地第 3966

号農林水産事務次官依命通知）第９第８項に掲げる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （補助金の交付の対象及び補助額） 

第２ 第１に規定する補助事業の区分、事業実施主体、経費及びこれに対

する補助額は、別表第１のとおりとする。 

 

（補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更） 

第４ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に

掲げる変更以外の変更とする。 

 (１)・(２) ［略］ 

(３) 前２号に掲げる変更以外の変更で、別表１の重要変更欄に掲げる

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２関係）を次のように改める 
改正前 

別表第１（第２関係） 

区 分 経 費 補助率 

農山漁村振興交付

金 

 

事業実施主体が農山漁村振興

交付金（農山漁村活性化整備対

策）実施要領別表１に掲げる事業

を行う場合及び事業実施主体が

当該事業を行う場合に要する経

費に対して市町村が補助する場

合に要する経費 

 

農山漁村振興交付金（農山漁村活

性化整備対策）実施要領別表１によ

り算出される額 

農地耕作条件改善

事業 

事業実施主体が農地耕作条件

改善事業実施要綱別表に掲げる

事業を行う場合及び事業実施主

体が当該事業を行う場合に要す

る経費に対して市町村が補助す

る場合に要する経費 

 農地耕作条件改善事業実施要綱

別表の区分の欄に掲げる１.定額助

成の事業については、農地耕作条件

改善事業実施要領（平成 27 年４月

９日付け26農振第2070号農林水産

省農村振興局長通知)第６により算

出される額 

 農地耕作条件改善事業実施要綱

別表の区分の欄に掲げる２.定率助

成の事業については、当該経費の 64

パーセント（中山間地域等（豪雪地

帯対策特別措置法（昭和 37 年法律

第 73 号）第２条第２項の規定に基

づき指定された特別豪雪地帯、山村

振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第

７条第１項の規定に基づき指定さ

れた振興山村、過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法（令和



３年法律第 19 号）第２条第１項

（同法第 43 条の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）に規

定する過疎地域（同法第３条第１項

若しくは第２項（これらの規定を同

法第 43 条の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）、第 41 条

第１項若しくは第２項（同条第３項

の規定により準用する場合を含

む。）、第 42 条又は第 44 条第４項

の規定により過疎地域とみなされ

る区域を含み、令和３年度から令和

８年度までの間に限り、同法附則第

５条に規定する特定市町村（同法附

則第６条第１項、第７条第１項及 

び第８条第１項の規定により特定

市町村の区域とみなされる区域を

含む。以下「特定市町村」という。）

を、令和３年度から令和９年度まで

の間に限り、同法附則第５条に規定

する特別特定市町村（同法附則第６

条第２項、第７条第２項及び第８条

第２項の規定により特別特定市町

村の区域とみなされる区域を含む。

以下「特別特定市町村」という。）

を含む。）、特定農山村地域における

農林業等の活性化のための基盤整

備の促進に関する法律（平成５年法

律第 72 号）第２条第１項に規定す



る特定農山村地域、急傾斜畑地帯

（旧急傾斜地帯農業振興臨時措置

法（昭和 27 年法律第 135 号）第３

条の規定に基づき指定された地域

又は受益地域内の平均傾斜度が 15

度以上の地域（水田地帯を除く。））

又は棚田地域振興法（令和元年法律

第 42 号）第７条第１項の規定に基

づき指定された指定棚田地域をい

う。以下同じ。）において行う事業

にあっては、69 パーセント）に相

当する額以内の額 

 
（備考１） 

特定市町村の区域のうち特別

豪雪地帯、振興山村、特定農山村

地域、急傾斜畑地帯、指定棚田地

域及び特別特定市町村の区域以

外の区域内において行う事業に

ついては、令和３年度から令和８

年度までの間の交付額を、実施要

綱第 14 の２による事業採択があ

った年度に応じて、それぞれ令和

３年度にあっては 69 パーセン

ト、令和４年度にあっては 69 パ

ーセント、令和５年度にあっては

68 パーセント、令和６年度にあ

っては 67 パーセント、令和７年

度にあっては 66 パーセント、令



和８年度にあっては 65 パーセン

トに相当する額以内の額とする。 

 
（備考２） 

特別特定市町村の区域のうち

特別豪雪地帯、振興山村、特定農

山村地域、急傾斜畑地帯及び指定

棚田地域の区域以外の区域内に

おいて行う事業については、令和

３年度から令和９年度までの間

の交付額を、実施要綱第 14 の２

による事業採択があった年度に

応じて、それぞれ令和３年度にあ

っては 69 パーセント、令和４年

度にあっては 69 パーセント、令

和５年度にあっては 69 パーセン

ト、令和６年度にあっては 68 パ

ーセント、令和７年度にあっては

67 パーセント、令和８年度にあ

っては 66 パーセント、令和９年

度にあっては 65 パーセントに相

当する額以内の額とする。 

 

農業競争力強化農

地整備事業 

事業実施主体が農業競争力強

化農地整備事業実施要領別紙５

別表１に掲げる事業を行う場合

及び事業実施主体が当該事業を

行う場合に要する経費に対して

市町村が補助する場合に要する

農業競争力強化農地整備事業実

施要領別紙５第９及び土地改良事

業関係補助金交付要綱別表(９)によ

り算出される額 



経費 

農業水路等長寿命

化・防災減災事業 

事業実施主体が農業水路等長

寿命化・防災減災事業実施要綱別

表に掲げる事業を行う場合に要

する経費及び事業実施主体が当

該事業を行う場合に要する経費

に対して市町村が補助する場合

に要する経費 

農業水路等長寿命化・防災減災事

業実施要領（平成 30 年３月 30日付

け29農振第2712号農林水産省農村

振興局長通知)第８及び農業水路等

長寿命化・防災減災事業交付金交付

要綱別表により算出される額 

ただし、農業水路等長寿命化・防

災減災事業実施要領要領別表１の

対策種類の欄の(1)に掲げるアの事

業（以下「要領別表１(1)ア事業」

という。）については、当該経費の

64 パーセント（中山間地域等におい

て行う事業にあっては、69 パーセン

ト）、農業水路等長寿命化・防災減

災事業実施要領要領別表２の対策

種類の欄の(1)に掲げるオの事業

（以下「要領別表２(1)オ事業」と

いう。）については、当該経費の 68

パーセント（中山間地域等において

行う事業にあっては、73 パーセン

ト）に相当する額以内の額とし、備

考１及び備考２とする。 

 



（備考１） 

特定市町村の区域のうち特別

豪雪地帯、振興山村、特定農山村

地域、急傾斜畑地帯、指定棚田地

域及び特別特定市町村の区域以

外の区域内において行う事業に

ついては、令和３年度から令和８

年度までの間の交付額を、実施要

綱第７の２による計画認定があ

った年度に応じて、それぞれ以下

のとおりとする。 

(1) 要領別表１(1)ア事業 

令和３年度にあっては69パ

ーセント、令和４年度にあっ

ては 69 パーセント、令和５年

度にあっては 68 パーセント、

令和６年度にあっては67パー

セント、令和７年度にあって

は 66パーセント、令和８年度

にあっては65パーセントに相

当する額以内の額とする。 

(2) 要領別表２(1)オ事業 

令和３年度にあっては73パ

ーセント、令和４年度にあっ

ては 73 パーセント、令和５年

度にあっては 72 パーセント、

令和６年度にあっては71パー

セント、令和７年度にあって

は 70パーセント、令和８年度



にあっては69パーセントに相

当する額以内の額とする。 

 

（備考２） 

特別特定市町村の区域のうち

特別豪雪地帯、振興山村、特定農

山村地域、急傾斜畑地帯及び指定

棚田地域の区域以外の区域内に

おいて行う事業については、令和

３年度から令和９年度までの間

の交付額を、実施要綱第７の２に

よる計画認定があった年度に応

じて、それぞれ以下のとおりとす

る。 

(1) 要領別表１(1)ア事業 

令和３年度にあっては69パ

ーセント、令和４年度にあっ

ては 69 パーセント、令和５年

度にあっては 69 パーセント、

令和６年度にあっては68パー

セント、令和７年度にあって

は 67パーセント、令和８年度

にあっては 66パーセント、令

和９年度にあっては65パーセ

ントに相当する額以内の額と

する。 

(2) 要領別表２(1)オ事業 

令和３年度にあっては73パ

ーセント、令和４年度にあっ



ては 73 パーセント、令和５年

度にあっては 73 パーセント、

令和６年度にあっては72パー

セント、令和７年度にあって

は 71パーセント、令和８年度

にあっては 70パーセント、令

和９年度にあっては69パーセ

ントに相当する額以内の額と

する。 

中山間地域所得向

上支援対策 

事業実施主体が中山間地域所

得向上支援対策実施要領別紙１

第６、別紙２別表１、別紙３－１

別表、別紙３－２別表１及び別紙

３－３別表に掲げる事業を行う

場合並びに事業実施主体が当該

事業を行う場合に要する経費に

対して市町村が補助する場合に

要する経費 

中山間地域所得向上支援対策実

施要領(平成28年10月 11日付け28

生産第 1140 号農林水産省生産局長

通知、28 農振第 1337 号農村振興局

長通知)別紙１別表、別紙２第７、

別紙３－１別表、別紙３－２第４及

び別紙３－３第７により算出され

る額 

附帯事務費  市町村が指導監督その他の事

業に附帯する事務及び事業実施

主体が当該事務を行う場合に要

する経費に対して市町村が補助

する場合に要する経費 

当該事務又は事業実施主体が当

該事務を行う場合に要する経費に

対して市町村が補助する場合に要

する経費の２分の１に相当する額

以内の額 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



改正後 

別表第１（第２関係） 

区 分 事業実施主体 経 費 補助額 重要変更 

農 山 漁 村

振 興 交 付

金（農山漁

村 発 イ ノ

ベ ー シ ョ

ン対策） 

農山漁村振

興交付金交付

等要綱（令和３

年４月１日付

け ２ 農 振 第

3695 号農林水

産事務次官依

命通知）別表１

の区分の欄の

（１）のイの

（イ）に掲げる

事業実施主体 

事業実施主体

が農山漁村振興

交付金交付等要

綱別表１の区分

の欄の（１）のイ

の（イ）に掲げる

事業を行う場合

に要する経費及

び事業実施主体

が当該事業を行

う場合に要する

経費に対して市

町村が補助する

場合に要する経

費 

農山漁村振興交付

金交付等要綱別表１

の区分の欄の（１）の

イの（イ）に掲げる交

付率 

農山漁村振興交

付金交付等要綱第

17に掲げる軽微な

変更以外の変更 

農 山 漁 村

振 興 交 付

金（情報通

信 環 境 整

備対策） 

農山漁村振

興交付金交付

等要綱別表１

の区分の欄の

（５）に掲げる

事業実施主体 

事業実施主体

が農山漁村振興

交付金交付等要

綱別表１の区分

の欄の（５）に掲

げる事業を行う

場合に要する経

費 

農山漁村振興交付

金交付等要綱別表１

の区分の欄の（５）に

掲げる交付率 

農 地 耕 作

条 件 改 善

事業 

農地耕作条

件改善事業実

施要綱（平成

27 年４月９日

事業実施主体

が農地耕作条件

改善事業実施要

綱別表に掲げる

 農地耕作条件改善

事業実施要綱別表の

区分の欄に掲げる１.

定額助成の事業につ

農地耕作条件改

善事業交付金交付

要綱（平成 28 年４

月１日付け 27 農



付け 26 農振第

2069 号農林水

産事務次官依

命通知）第５に

掲げる事業実

施主体 

事業を行う場合

に要する経費及

び事業実施主体

が当該事業を行

う場合に要する

経費に対して市

町村が補助する

場合に要する経

費 

いては、農地耕作条件

改善事業実施要領（平

成 27 年４月９日付け

26農振第 2070 号農林

水産省農村振興局長

通知)第６により算出

される額 

 農地耕作条件改善

事業実施要綱別表の

区分の欄に掲げる２.

定率助成の事業につ

いては、当該経費の

64 パーセント（中山

間地域等（豪雪地帯対

策特別措置法（昭和

37 年法律第 73号）第

２条第２項の規定に

基づき指定された特

別豪雪地帯、山村振興

法（昭和 40 年法律第

64 号）第７条第１項

の規定に基づき指定

された振興山村、過疎

地域の持続的発展の

支援に関する特別措

置法（令和３年法律第 

19 号）第２条第１項

（同法第 43 条の規

定により読み替えて

振第 2324 号農林

水産事務次官依命

通知）第 11に掲げ

る軽微な変更以外

の変更 



適用する場合を含

む。）に規定する過疎

地域（同法第３条第１

項若しくは第２項（こ

れらの規定を同法第 

43 条の規定により読

み替えて適用する場

合を含む。）、第 41 条

第１項若しくは第２

項（同条第３項の規定

により準用する場合

を含む。）、第 42 条又

は第 44 条第４項の

規定により過疎地域

とみなされる区域を

含み、令和３年度から

令和８年度までの間

に限り、同法附則第５

条に規定する特定市

町村（同法附則第６条

第１項、第７条第１項

及 

び第８条第１項の規

定により特定市町村

の区域とみなされる

区域を含む。以下「特

定市町村」という。）

を、令和３年度から令

和９年度までの間に



限り、同法附則第５条

に規定する特別特定

市町村（同法附則第６

条第２項、第７条第２

項及び第８条第２項

の規定により特別特

定市町村の区域とみ

なされる区域を含む。

以下「特別特定市町

村」という。）を含

む。）、特定農山村地域

における農林業等の

活性化のための基盤

整備の促進に関する

法律（平成５年法律第

72 号）第２条第１項

に規定する特定農山

村地域、急傾斜畑地帯

（旧急傾斜地帯農業

振興臨時措置法（昭和

27 年法律第 135 号）

第３条の規定に基づ

き指定された地域又

は受益地域内の平均

傾斜度が 15 度以上の

地域（水田地帯を除

く。））又は棚田地域振

興法（令和元年法律第

42 号）第７条第１項



の規定に基づき指定

された指定棚田地域

をいう。以下同じ。）

において行う事業に

あっては、69 パーセ

ント）に相当する額以

内の額 

 

（備考１） 

特定市町村の区

域のうち特別豪雪

地帯、振興山村、特

定農山村地域、急傾

斜畑地帯、指定棚田

地域及び特別特定

市町村の区域以外

の区域内において

行う事業について

は、令和３年度から

令和８年度までの

間の交付額を、実施

要綱第 17 の２によ

る事業採択があっ

た年度に応じて、そ

れぞれ令和３年度

にあっては 69 パー

セント、令和４年度

にあっては 69 パー

セント、令和５年度



にあっては 68 パー

セント、令和６年度

にあっては 67 パー

セント、令和７年度

にあっては 66 パー

セント、令和８年度

にあっては 65 パー

セントに相当する

額以内の額とする。 

 

（備考２） 

特別特定市町村

の区域のうち特別

豪雪地帯、振興山

村、特定農山村地

域、急傾斜畑地帯及

び指定棚田地域の

区域以外の区域内

において行う事業

については、令和３

年度から令和９年

度までの間の交付

額を、実施要綱第

17 の２による事業

採択があった年度

に応じて、それぞれ

令和３年度にあっ

ては 69 パーセン

ト、令和４年度にあ



っては 69 パーセン

ト、令和５年度にあ

っては 69 パーセン

ト、令和６年度にあ

っては 68 パーセン

ト、令和７年度にあ

っては 67 パーセン

ト、令和８年度にあ

っては 66 パーセン

ト、令和９年度にあ

っては 65 パーセン

トに相当する額以

内の額とする。 

 

農 業 競 争

力 強 化 農

地 整 備 事

業 

農業競争力

強化農地整備

事業実施要領

（平成 30 年３

月30日付け29

農振第 2605 号

農林水産省農

村振興局長通

知、29 生畜第

1500 号農林水

産省生産局長

通知）別紙５第

３に掲げる事

業実施主体 

事業実施主体

が農業競争力強

化農地整備事業

実施要領別紙５

別表１に掲げる

事業を行う場合

及び事業実施主

体が当該事業を

行う場合に要す

る経費に対して

市町村が補助す

る場合に要する

経費 

農業競争力強化農

地整備事業実施要領

別紙５第９及び土地

改良事業関係補助金

交付要綱（昭和 31 年

８月13日付け31農地

第 3966 号農林水産事

務次官依命通知）別表

(８)により算出され

る額とする。 

土地改良事業関

係補助金交付要綱

第 11 第８項に掲

げる軽微な変更以

外の変更 

農 業 水 路 農業水路等 事業実施主体 農業水路等長寿命 農業水路等長寿



等 長 寿 命

化・防災減

災事業 

長寿命化・防災

減災事業実施

要綱（平成 30

年３月 30 日付

け 29 農振第

2711 号農林水

産事務次官依

命通知）第４に

掲げる事業実

施主体 

が農業水路等長

寿命化・防災減災

事業実施要綱別

表に掲げる事業

を行う場合に要

する経費及び事

業実施主体が当

該事業を行う場

合に要する経費

に対して市町村

が補助する場合

に要する経費 

化・防災減災事業実施

要領（平成 30 年３月

30 日付け 29 農振第

2712 号農林水産省農

村振興局長通知)第８

及び農業水路等長寿

命化・防災減災事業交

付金交付要綱別表に

より算出される額 

ただし、農業水路等

長寿命化・防災減災事

業実施要領要領別表

１の対策種類の欄の

(1)に掲げるアの事業

（以下「要領別表１

(1)ア事業」という。）

については、当該経費

の 64 パーセント（中

山間地域等において

行う事業にあっては、

69 パーセント）、農業

水路等長寿命化・防災

減災事業実施要領要

領別表２の対策種類

の欄の(1)に掲げるオ

の事業（以下「要領別

表２(1)オ事業」とい

う。）については、当

該経費の 68 パーセン

命化・防災減災事

業交付金交付要綱

（平成 30 年３月

30 日付け 29 農振

第 2713 号農林水

産事務次官依命通

知）第 10 に掲げる

軽微な変更以外の

変更 



ト（中山間地域等にお

いて行う事業にあっ

ては、73パーセント）、

農業水路等長寿命

化・防災減災事業実施

要領要領別表２の対

策種類の欄の(1)に掲

げるクの事業（以下

「要領別表２(1)ク事

業」という。）につい

ては、当該経費の 71

パーセント（中山間地

域等において行う事

業にあっては、76 パ

ーセント）に相当する

額以内の額とし、備考

１及び備考２とする。 

 

（備考１） 

特定市町村の区

域のうち特別豪雪

地帯、振興山村、特

定農山村地域、急傾

斜畑地帯、指定棚田

地域及び特別特定

市町村の区域以外

の区域内において

行う事業について

は、令和３年度から



令和８年度までの

間の交付額を、実施

要綱第７の２によ

る計画認定があっ

た年度に応じて、そ

れぞれ以下のとお

りとする。 

(1)  要領別表１

(1)ア事業 

令和３年度に

あっては 69 パ

ーセント、令和

４年度にあって

は 69 パーセン

ト、令和５年度

にあっては 68

パーセント、令

和６年度にあっ

ては 67 パーセ

ント、令和７年

度にあっては66

パーセント、令

和８年度にあっ

ては 65 パーセ

ントに相当する

額以内の額とす

る。 

(2)  要領別表２

(1)オ事業 



令和３年度に

あっては 73 パ

ーセント、令和

４年度にあって

は 73 パーセン

ト、令和５年度

にあっては 72

パーセント、令

和６年度にあっ

ては 71 パーセ

ント、令和７年

度にあっては70

パーセント、令

和８年度にあっ

ては 69 パーセ

ントに相当する

額以内の額とす

る。 

(3)  要領別表２

(1)ク事業 

令和３年度に

あっては 76 パ

ーセント、令和

４年度にあって

は 76 パーセン

ト、令和５年度

にあっては 75

パーセント、令

和６年度にあっ



ては 74 パーセ

ント、令和７年

度にあっては73

パーセント、令

和８年度にあっ

ては 72 パーセ

ントに相当する

額以内の額とす

る。 

 

（備考２） 

特別特定市町村

の区域のうち特別

豪雪地帯、振興山

村、特定農山村地

域、急傾斜畑地帯及

び指定棚田地域の

区域以外の区域内

において行う事業

については、令和３

年度から令和９年

度までの間の交付

額を、実施要綱第７

の２による計画認

定があった年度に

応じて、それぞれ以

下のとおりとする。 

(1)  要領別表１

(1)ア事業 



令和３年度に

あっては 69 パ

ーセント、令和

４年度にあって

は 69 パーセン

ト、令和５年度

にあっては 69

パーセント、令

和６年度にあっ

ては 68 パーセ

ント、令和７年

度にあっては67

パーセント、令

和８年度にあっ

ては 66 パーセ

ント、令和９年

度にあっては65

パーセントに相

当する額以内の

額とする。 

(2)  要領別表２

(1)オ事業 

令和３年度に

あっては 73 パ

ーセント、令和

４年度にあって

は 73 パーセン

ト、令和５年度

にあっては 73



パーセント、令

和６年度にあっ

ては 72 パーセ

ント、令和７年

度にあっては71

パーセント、令

和８年度にあっ

ては 70 パーセ

ント、令和９年

度にあっては69

パーセントに相

当する額以内の

額とする。 

(3)  要領別表２

(1)ク事業 

令和３年度に

あっては 76 パ

ーセント、令和

４年度にあって

は 76 パーセン

ト、令和５年度

にあっては 76

パーセント、令

和６年度にあっ

ては 75 パーセ

ント、令和７年

度にあっては74

パーセント、令

和８年度にあっ



ては 73 パーセ

ント、令和９年

度にあっては72

パーセントに相

当する額以内の

額とする。 

中 山 間 地

域 所 得 向

上 支 援 対

策 

中山間地域

所得向上支援

対策実施要領

（平成28年 10

月 11日付け28

生産第 1140 号

農林水産省生

産局長通知、28

農振第 1337 号

農村振興局長

通知）別紙１第

２、別紙２第

２、別紙３－１

第３、別紙３－

２第２及び別

紙３－３第２

に掲げる事業

実施主体 

事業実施主体

が中山間地域所

得向上支援対策

実施要領別紙１

第６、別紙２別表

１、別紙３－１別

表、別紙３－２別

表１及び別紙３

－３別表に掲げ

る事業を行う場

合並びに事業実

施主体が当該事

業を行う場合に

要する経費に対

して市町村が補

助する場合に要

する経費 

中山間地域所得向

上支援対策実施要領

別紙１別表、別紙２第

７、別紙３－１別表、

別紙３－２第４及び

別紙３－３第７によ

り算出される額 

中山間地域所得

向上支援事業交付

金交付要綱（平成

28 年 10 月 11 日付

け 28 農振第 1355

号農林水産事務次

官依命通知）別表

に掲げる軽微な変

更以外の変更 

附 帯 事 務

費 

他の区分の

すべての事業

実施主体 

 市町村が指導

監督その他の事

業に附帯する事

務及び事業実施

主体が当該事務

当該事務又は事業

実施主体が当該事務

を行う場合に要する

経費に対して市町村

が補助する場合に要

 



を行う場合に要

する経費に対し

て市町村が補助

する場合に要す

る経費 

する経費の２分の１

に相当する額以内の

額 

 

 



 

改正前 

様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農山漁村振興交付金） 

 

 

事業

メニュー

番号

事業

メニュー

要件

類別

番号

事業内容

及び

事業量

実施

期間

事業

実施

主体

全体

事業費

交付金額

（千円未満

は切り捨て）

交付額

算定

交付率

交付限度額

（千円未満は

切り捨て）

事業費 交付金

事業内容

及び

事業量

事業費 交付金

（次年度

以降

調整額）

都道府

県費

市町

村費
その他

本年度末

進捗率

単年度

交付限度額

消費税仕入控

除税額
事業費 交付金 事業費 交付金

確定

全体

事業費

交付額

算定

交付率

交付

限度額

交付金の

総額

精算を

要する額

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ×Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ＝Ｃ×Ｅ－Ｄ （Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ）

円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円

合計

①事業費計（＝合計）

②　①のうち創意工夫発揮

　　 事業計

③　①のうち附帯事業計

　　（ハード事業費）

④附帯事務費

　　（ハード事業費）

総合計（①＋④）

１

２

３

４

５ 　土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和４４年５月２４日付け４４農地Ａ第８２６号農林事務次官通知）に係る返還対象事業にあっては、地区内における交付金の振分けの基準を記載した書面を添付すること。（ただし、実績報告書提出時にのみ添付すること。）

　確定額の欄は、事業実施期間の最終年度のみ記載すること。

本年度までの累計 翌年度以降（予定） 確定額（事業実施期間の最終年度のみ記載）

備考市町村名 地区名

全　　体　　計　　画

　「次年度以降調整額」は、交付要綱第３第４項による額を記載するものとし、「本年度交付金」の欄の内数とする。

前年度まで 本　年　度

　記入にあたっては、実施要領別紙６の参考様式１「農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）年度別事業実施計画の記入について」に準じる。　ただし、実績額の記入にあたっては、円単位まで記入すること。

　別記様式第３号及び第６号に添付する場合は、変更前の内容を『（　）』にし、変更後の内容をその下段に記入すること。



 

改正後 

様式第２号（別表第２関係）地区別事業内容及び配分表（農山漁村振興交付金） 

 

 
   附 則 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

事業

メニュー

番号

事業

メニュー

要件

類別

番号

事業内容

及び

事業量

実施

期間

事業

実施

主体

全体

事業費

交付対象事業

費

交付金額

（千円未満

切捨）

交付額

算定

交付率

交付限度額

（千円未満

切捨）

全体

事業費

交付対象

事業費
交付金

事業内容

及び

事業量

全体

事業費

交付対象事業

費
交付金

（次年度

以降

調整額）

都道府

県費

市町

村費
その他

本年度末

進捗率

単年度

交付限度額

消費税仕入控

除税額

全体

事業費

交付対象

事業費
交付金

全体

事業費

交付対象

事業費
交付金

確定

全体

事業費

交付対象

事業費

交付額

算定

交付率

交付

限度額

交付金の

総額

精算を

要する額

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ×Ｂ Ｄ Ｅ Ｆ＝Ｃ×Ｅ－Ｄ （Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

合計

①事業費計（＝合計）

②　①のうち創意工夫発揮

　　 事業計

③　①のうち附帯事業計

　　（ハード事業費）

④市町村附帯事務費

　　（ハード事業費）

⑤都道府県附帯事務費

　　（ハード事業費）

総合計（①＋④＋⑤）

１

２

３

４

５ 　土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和４４年５月２４日付け４４農地Ａ第８２６号農林事務次官通知）に係る返還対象事業にあっては、地区内における交付金の振分けの基準を記載した書面を添付すること。（ただし、実績報告書提出時にのみ添付すること。）

　記入にあたっては、農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）実施要領別記３の参考様式１－１「農山漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型）年度別事業実施計画の記入について」又は農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）実施要領の参考様式１「農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）年度別事業実施計画の記入について」に準じる。　ただし、実績額の記入にあたっては、円単位まで記入すること。

　別記様式第３号及び第７号に添付する場合は、変更前の内容を『（　）』にし、変更後の内容をその下段に記入すること。

　確定額の欄は、事業実施期間の最終年度のみ記載すること。

　「次年度以降調整額」は、交付要綱第３第４項による額を記載するものとし、「本年度交付金」の欄の内数とする。

市町村名 地区名

全　　体　　計　　画 前年度まで 本　年　度 本年度までの累計 翌年度以降（予定） 確定額（事業実施期間の最終年度のみ記載）

備考



改正前 改正後 

岩手県指令○広 第○号  

住 所   

法人又は氏名  

平成○年○月○日付け○第○号で申請のあった平成○年度岩手県農業基盤整備

促進事業（○○事業）費に対し、岩手県補助金交付規則（昭和 32年規則第 71 号。

以下、「県補助金規則」という。）第５条の規定により、次の条件を付けて補助金

○○円を交付することと決定したので、県補助金規則第７条の規定により通知し

ます。 

平成○年○月○日 

○○広域振興局長 印  

記 

１ ［略］ 

 

２ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年

法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

30 年政令第 255 号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令

第 18 号。以下「国規則」という。）、農山漁村振興交付金実施要綱（平成 28 年

４月１日付け 27農振第 2325 号農林水産事務次官依命通知）、農地耕作条件改善

事業実施要綱（平成 27年４月９日付け 26農振第 2069 号農林水産事務次官依命

通知)、農業競争力強化農地整備事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農

振第 2604 号農林水産事務次官依命通知）、農業水路等長寿命化・防災減災事業

実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2711 号農林水産事務次官依命通

知）、中山間地域所得向上支援対策実施要綱（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 農振

第 1336 号農林水産事務次官依命通知）、岩手県農業基盤整備促進事業費補助金

交付要綱（平成 29年１月 31 日付け農建第 463 号岩手県農林水産部長通知）、県

補助金規則、関係通達等の規定に従わなければならない。 

 

３～11 ［略］ 

岩手県指令○広 第○号  

住 所   

法人又は氏名  

○年○月○日付け○第○号で申請のあった○年度岩手県農業基盤整備促進事業

（○○事業）費に対し、岩手県補助金交付規則（昭和 32 年規則第 71号。以下、「県

補助金規則」という。）第５条の規定により、次の条件を付けて補助金○○円を交

付することと決定したので、県補助金規則第７条の規定により通知します。 

○年○月○日 

○○広域振興局長 印  

記 

１ ［略］ 

 

２ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年

法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

30 年政令第 255 号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令

第 18 号。以下「国規則」という。）、農山漁村振興交付金交付等要綱（令和３年

４月１日付け２農振第 3695 号農林水産事務次官依命通知）、農地耕作条件改善

事業実施要綱（平成 27年４月９日付け 26農振第 2069 号農林水産事務次官依命

通知)、農業競争力強化農地整備事業実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農

振第 2604 号農林水産事務次官依命通知）、農業水路等長寿命化・防災減災事業

実施要綱（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 2711 号農林水産事務次官依命通

知）、中山間地域所得向上支援対策実施要綱（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 農振

第 1336 号農林水産事務次官依命通知）、岩手県農業基盤整備促進事業費補助金

交付要綱（令和６年３月 29 日付け農建第 591 号岩手県農林水産部長通知）、県

補助金規則、関係通達等の規定に従わなければならない。 

 

３～11 ［略］ 

(参考添付) (参考添付) 


